
ア 利用者の死亡

①御所市等（支給決定市町村）

②御所市（事業所の所在地）
情報共有等

警察署

メーカー

イ 利用者の怪我等

必要に応じ、報告

所管県障害福祉課

所管保健所

エ 従業員の法令違反により利用者の処遇に影響を及ぼすもの

オ 利用者の感染症又は食中毒

カ その他、管理者が報告を必要と判断したもの

ウ 利用者の保有する財物の損壊、滅失

御所市における障害福祉サービス事業者等に係る事故等発生時の報告フローチャート

事業所・施設

【報告】

① ＦＡＸ

② 事故報告書等

【報告の範囲】

事故発生


